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＜議案第９０号 堺市行政手続条例の一部を改正する条例＞ 

堺市行政手続条例（平成８年条例第１７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 １・２ （略） 第１５条 １・２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場

合においては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、同項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項

を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合におい

ては、掲示を始めた日から２週間を経過したときに、当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場

合においては、第１項の規定による通知を、公示の方法によって行う

ことができる。 

（追加） 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者

の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同

項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨

（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公

示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又

は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行う

ものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間



- 2 - 
 

を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により

当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」とい

う。）は、代理人を選任することができる。 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定により

当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」とい

う。）は、代理人を選任することができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 １・２ （略） 第２２条 １・２ （略） 

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参

加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。

この場合において、同条第３項中「不利益処分の名宛人となるべき

者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週

間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過し

たとき（同一の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあって

は、掲示を始めた日の翌日）」と読み替えるものとする。 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合において、当

事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について

準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「不利益処分

の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中

「とき」とあるのは「とき（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日）」と読み替え

るものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項、第１６条並びに第１８条第１項及び第３項

の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、

第１５条第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、「同項第３

号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、第１６条第１項中「前

条第１項」とあるのは「第２８条」と、「同条第３項後段」とあるの

は「第２９条において準用する第１５条第３項後段」と、第１８条第

第２９条 第１５条第３項及び第４項、第１６条並びに第１８条第１項

及び第３項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合

において、第１５条第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、

同条第４項中「第１項第３号及び第４号」とあるのは「第２８条第３

号」と、第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」

と、「同条第４項後段」とあるのは「第２９条において準用する第１
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１項中「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害さ

れることとなる参加人（以下この条及び第２４条第３項において「当

事者等」という。）は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する

時」とあるのは「当事者は、弁明の機会の付与の通知があった時から

弁明書の提出期限（第２７条第１項の規定により口頭による弁明の機

会が付与されている場合については、当該弁明の日時とする。）」

と、第１８条第３項中「前２項」とあるのは「第２９条において準用

する第１８条第１項」と読み替えるものとする。 

５条第４項後段」と、第１８条第１項中「当事者及び当該不利益処分

がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（以下この条

及び第２４条第３項において「当事者等」という。）は、聴聞の通知

があった時から聴聞が終結する時」とあるのは「当事者は、弁明の機

会の付与の通知があった時から弁明書の提出期限（第２７条第１項の

規定により口頭による弁明の機会が付与されている場合については、

当該弁明の日時とする。）」と、第１８条第３項中「前２項」とある

のは「第２９条において準用する第１８条第１項」と読み替えるもの

とする。 
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＜議案第９１号 堺市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例＞ 

堺市職員退職手当支給条例（昭和３１年条例第１８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１１条 １・２ （略） 第１１条 １・２ （略） 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、

当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を

堺市役所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができ

る。この場合においては、その掲示した日から起算して２週間を経過

した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、

当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による

通知を、通知すべき書類を特定するために必要な情報、当該処分を受

けるべき者の氏名及び当該退職手当管理機関がその書類を保管し、い

つでも当該処分を受けるべき者に交付する旨（以下この項において

「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書

面を当該退職手当管理機関の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項

を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとることによって行うことができ

る。この場合においては、当該措置を開始した日から起算して２週間

を経過したときに、当該通知が当該処分を受けるべき者に到達したも

のとみなす。 
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＜議案第９２号 堺市市税条例の一部を改正する条例＞ 

堺市市税条例（昭和４１年条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（公示送達） （公示送達） 

第４条 法第２０条の２の規定による公示送達は、堺市役所前の掲示場

に掲示して行うものとする。 

第４条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２

項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税

法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載さ

れた書面を堺市役所前の掲示場に掲示し、又は公示事項を本市の事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることによってするものとする。 

 （市民税の申告等）  （市民税の申告等） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書

に地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなければ

ならない。 

２ 前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書

に施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなければなら

ない。 
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＜議案第９３号  堺市重度障害者医療費助成条例等の一部を改正する条例＞ 

堺市重度障害者医療費助成条例（昭和４８年条例第５４号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第３条 本市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社

会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の

給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家

族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付（食事療養又は生

活療養に係る給付を除く。）が行われた場合における療養に要する費

用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負

担額を控除した額を助成する。 

第３条 本市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社

会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の

給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家

族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付（食事療養又は生

活療養に係る給付を除く。）が行われた場合における療養に要する費

用の額のうち、対象者等が負担すべき額（以下「医療費」という。）

から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。 

２ （略） ２ （略） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第７条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が、

大阪府の区域内に所在する第３条第１項の規定による助成を取り扱う

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定

する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者（以下これらを「医療機関」という。）におい

て、第３条第１項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機

関に医療証を提示しなければならない。 

第７条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が、

大阪府の区域内に所在する第３条第１項の規定による助成を取り扱う

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定

する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者（以下これらを「医療機関」という。）におい

て、第３条第１項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機

関に医療証を提示しなければならない。ただし、受給者が、医療証の

提示に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
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利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）

第２２条第１項に規定する利用者証明用電子証明書を利用して、受給

者の資格に係る情報（医療費の請求に必要な情報を含む。）の照会を

行うことにより、当該医療機関が当該情報を確認することができる場

合は、この限りでない。 

 



- 11 - 
 

堺市ひとり親家庭医療費助成条例（昭和５５年条例第１５号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第６条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において、第３条第１項の規定の

適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなけれ

ばならない。 

第６条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において、第３条第１項の規定の

適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなけれ

ばならない。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードに記録

された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する

利用者証明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報（医療

費の請求に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当該医療

機関が当該情報を確認することができる場合は、この限りでない。 
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堺市子ども医療費助成条例（平成５年条例第２２号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（医療証の提示） （医療証の提示） 

第８条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において第４条第１項の規定によ

る助成を受けようとするときは、当該医療証を提示しなければならな

い。 

第８条 医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、

大阪府の区域内に所在する医療機関において第４条第１項の規定によ

る助成を受けようとするときは、当該医療証を提示しなければならな

い。ただし、受給者が、医療証の提示に代えて、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードに記録された電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者証

明用電子証明書を利用して、受給者の資格に係る情報（医療費の請求

に必要な情報を含む。）の照会を行うことにより、当該医療機関が当

該情報を確認することができる場合は、この限りでない。 
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＜議案第９４号  堺市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（延滞金） （延滞金） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

 （公示送達） 

（追加） 

第５条 法第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２０条の２の規定による公示送達その他後期高齢者医療に

係る公示送達は、公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。

以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府

令第２３号）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が

記載された書面を堺市役所若しくは区役所の前の掲示場に掲示し、又

は公示事項を堺市役所若しくは区役所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること

によってするものとする。 

（委任） （委任） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（罰則） （罰則） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

第７条 （略） 第８条 （略） 
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第８条 （略） 第９条 （略） 
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＜議案第９５号 堺市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例＞ 

堺市公衆浴場法施行条例（平成２４年条例第６３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（公衆浴場について講ずべき措置の基準） （公衆浴場について講ずべき措置の基準） 

第４条 法第３条第２項の公衆浴場について講ずべき措置の基準は、次

に掲げるとおりとする。 

第４条 法第３条第２項の公衆浴場について講ずべき措置の基準は、次

に掲げるとおりとする。 

(1)～(29) （略） (1)～(29) （略） 

(30) 公衆浴場の衛生管理を適切に行うため、法第２条第１項の許可

を受けた公衆浴場ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこ

と。 

(30) 公衆浴場の衛生管理を適切に行うため、法第２条第１項の許可

を受けた公衆浴場ごとに衛生管理に関する責任者を置くこと。 

２ 施設等については、次に掲げる清掃等を行ったときは、これらに関

する記録を作成し、及び清掃等を行った日から起算して３年間これを

保存しなければならない。 

２ 施設等については、次に掲げる清掃等を行ったときは、これらに関

する記録を作成し、及び清掃等を行った日から起算して３年間これを

保存しなければならない。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 前項第２１号ウの規定による清掃又は第２１号ケの維持管理  (5) 前項第２１号ウの規定による清掃又は同号ケの維持管理 
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＜議案第９６号 堺市手数料条例の一部を改正する条例＞ 

堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（建築基準法関係手数料） （建築基準法関係手数料） 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条において

「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以

下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行条例（平

成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」という。）に基づ

く事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を

申請又は通知をする者から徴収する。 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条において

「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以

下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行条例（平

成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」という。）に基づ

く事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を

申請又は通知をする者から徴収する。 

(1)～(66) （略） (1)～(66) （略） 

(67) 政令第１３７条の１２第６項の規定に基づく既存建築物に大規模

の修繕又は大規模の模様替を行う場合の建築物の敷地と道路との関

係に係る特例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

(67) 政令第１３７条の１２第１１項の規定に基づく既存建築物に大規

模の修繕又は大規模の模様替を行う場合の建築物の敷地と道路との

関係に係る特例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

(68) 政令第１３７条の１２第７項の規定に基づく既存建築物に大規模

の修繕又は大規模の模様替を行う場合の道路内の建築制限に係る特

例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

(68) 政令第１３７条の１２第１２項の規定に基づく既存建築物に大規

模の修繕又は大規模の模様替を行う場合の道路内の建築制限に係る

特例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

(69)・(70) （略） (69)・(70) （略） 

２・３ (略) ２・３ (略) 

（マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料） （マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料） 

第３４条の６ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１ 第３４条の６ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１
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２年法律第１４９号。以下この条において「法」という。）に基づく

事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を

申請者から徴収する。 

２年法律第１４９号。以下この条において「法」という。）に基づく

事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を

申請者から徴収する。 

(1) 法第５条の３第１項の規定に基づく管理計画の認定又は法第５条

の６第１項の規定に基づく管理計画の認定の更新に係る認定申請手

数料 

(1) 法第５条の１３第１項の規定に基づく管理計画の認定又は法第５

条の１６第１項の規定に基づく管理計画の認定の更新に係る認定申

請手数料 

ア 法第９１条のマンション管理適正化推進センターが法第５条の

４各号に掲げる基準（同条第４号の都道府県等マンション管理適

正化指針に係るものを除く。）に適合すると認めた管理計画に係

る認定 当該管理計画に係る長期修繕計画（マンションの管理の

適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第

１１０号。以下この条において「省令」という。）第１条の２第

１項第２号に規定する長期修繕計画をいう。以下この条において

同じ。）の数が１である場合にあっては６，５００円、２以上で

ある場合にあっては６，５００円に１を超える長期修繕計画の数

に２，８００円を乗じて得た額を加算した額 

ア 法第９１条のマンション管理適正化推進センターが法第５条の

１４各号に掲げる基準（同条第４号の都道府県等マンション管理

適正化指針に係るものを除く。）に適合すると認めた管理計画に

係る認定 当該管理計画に係る長期修繕計画（マンションの管理

の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令

第１１０号。以下この条において「省令」という。）第１条の８

第１項第２号に規定する長期修繕計画をいう。以下この条におい

て同じ。）の数が１である場合にあっては６，５００円、２以上

である場合にあっては６，５００円に１を超える長期修繕計画の

数に２，８００円を乗じて得た額を加算した額 

イ （略） イ （略） 

(2) 法第５条の７第１項の規定に基づく管理計画の変更の認定に係る

認定申請手数料 

(2) 法第５条の１７第１項の規定に基づく管理計画の変更の認定に係

る認定申請手数料 

ア 当該管理計画に係る規約（省令第１条の２第１項第１号に規定

する規約をいう。以下この号において同じ。）を変更する場合に

おける認定 変更する規約の数が１である場合にあっては４，７

ア 当該管理計画に係る規約（省令第１条の８第１項第１号に規定

する規約をいう。以下この号において同じ。）を変更する場合に

おける認定 変更する規約の数が１である場合にあっては４，７
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００円、２以上である場合にあっては４，７００円に１を超える

規約の数に２，８００円を乗じて得た額を加算した額 

００円、２以上である場合にあっては４，７００円に１を超える

規約の数に２，８００円を乗じて得た額を加算した額 

イ （略） イ （略） 

（その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る手数料） （その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る手数料） 

第４０条 その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る事務に

関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者

から徴収する。 

第４０条 その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る事務に

関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者

から徴収する。 

(1)～(13) （略） (1)～(13) （略） 

(14) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３第１

項、第５条の６第１項又は第５条の７第１項の規定に基づく認定に

係る証明手数料 １件 ２００円 

(14) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の１３第

１項、第５条の１６第１項又は第５条の１７第１項の規定に基づく

認定に係る証明手数料 １件 ２００円 

(15) （略） (15) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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＜議案第９７号 堺市立学校設置条例の一部を改正する条例＞ 

堺市立学校設置条例（昭和３９年条例第２８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 特別支援学校 ５ 特別支援学校 

名称 位置 

（略） 

堺市立百舌鳥
も ず

支援学校分校 堺市堺区大仙中町 

（追加） 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

堺市立百舌鳥
も ず

支援学校 旭
あさひ

分校 堺市堺区大仙中町 

堺市立百舌鳥
も ず

支援学校宮園
みやぞの

分校 堺市中区宮園町 

（略） 
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＜議案第１１５号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例＞ 

堺市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （公示送達） 

第２４条 削除 第２４条 法第７８条において準用する地方税法第２０条の２の規定に

よる公示送達その他国民健康保険に係る公示送達は、公示事項（同条

第２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地

方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１条の８第１項に

規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置

く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を堺市役所若しく

は区役所の前の掲示場に掲示し、又は公示事項を堺市役所若しくは区

役所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとることによってするものとする。 
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